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株主代表訴訟の判決に関するお知らせ 

 

平成25 年1月28日付「株主代表訴訟に関するお知らせ」にて公表いたしました、当社株主であるエ

フィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー他１名（以下「原告ら」

といいます。）が、当社取締役及び当社監査役並びに元取締役及び元監査役計16名（以下「当社役

員ら」といいます。）に対して損害賠償を請求する株主代表訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）

につきまして、昨日、判決が言い渡されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１． 訴訟の経緯 

本件訴訟は、当社が過去に行った穴吹工務店等への出資により発生した損失につき、当時の取締

役及び監査役であった者に善管注意義務違反があったとして、原告らが、当社役員らに対し、全部

又は一部につき連帯して、総額金 54 億 2745 万円の賠償を請求した株主代表訴訟でしたが、東京

地方裁判所は平成27年10月8日、原告らの請求を棄却する判決を言い渡しました。  

 

２． 判決の内容 

判決の内容は以下の通りであります。 

（１）原告らの請求をいずれも棄却する。 

（２）訴訟費用（補助参加費用を含む）は原告らの負担とする。 

 

３． 今後の見通し 

今後、本件訴訟に関して追加で開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 

以 上 

 


